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昭和33年4月22日第三種郵便物認可 毎月 3回1日・10日・20日発行定価 1部 5円

出
荷
に
大
わ
ら
わ

いま出荷に大わらわです。出荷

先は県外にも出され質のよいこ大村市漁協が昭和41年からわ 1

とで喜ばれています。かめの試験養殖を行ない、研究

また一部は乾燥品も出している改善の結果成功しました。昭和

ので一年中食膳を磯の香りで楽43年から本格的な養殖に取組み

しませてくれましよう。順調に生産をあげています。静

かな内湾に育ったので非常にや



りおおむ市政だより
昭和33年 4月22臼第三種郵便物認可昭和45年 2月10日 (2) 

今
回
の
知
事
選
挙
で
は
、
次
に
該
当
す
る
人
が
選
挙
人
名
簿
に
追
加
登
録
さ
れ
ま

す
。
一
月
二
十
七
日
現
在
で
、
大
村
市
に
居
住
し
、
か
つ
住
民
基
本
台
帳
に
引
続
き

、
三
ヶ
月
以
上
記
録
さ
れ
て
い
る
満
二
十
才
の
人
。
年
令
は
二
月
二
十
二
日
に
満
二
十

才
に
達
し
て
い
れ
ば
登
録
さ
れ
ま
す
。
(
最
近
、
県
内
の
他
市
町
村
よ
り
転
入
し
て

来
た
人
で
、
前
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
は
、
不
在
者
投
票
制
度
の
活
用
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
)

，‘噌

j
 

，
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は
た
ち
で
す
、

大会議室において

投
票
所
入
場
券
お
よ
び
選
挙
公

報
は
二
月
十
五
日
頃
ま
で
に
皆
さ

ん
の
手
元
に
届
く
よ
う
町
務
連
絡

員
を
経
由
し
て
配
布
す
る
予
定
で

す
が
、
も
し
も
そ
の
頃
ま
で
に
届

か
な
い
人
は
、
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
ま
た
は
関
係
出
張
所
に
問

合
せ
て
く
だ
さ
い
。

乙
ん
ど
の
知
事
選
挙
の
開
票
は

大
村
市
役
所
大
会
議
室
で
お
こ
な

い
ま
す
。

時
聞
は
、
午
後
七
時
三
十
分
か

ら
で
す
。

案議院議員開票状況

J: 

さあ/ 政見を聞こう

「ええ、耳カキいかがです?か?J

「一本ください」

し
っ
か
り

選
ぼ
う
初
選
挙

せ
っ
か
く
投
票
し
て
も
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
投
票
は
無
効
に
な
り
ま

す
。
の
正
式
の
投
票
用
紙
で
な
い

も
の
。
②
投
票
用
紙
に
二
人
以
上

の
氏
名
を
書
い
た
も
の
。
③
候
補

者
の
氏
名
の
ほ
か
、
余
計
な
乙
と

を
書
い
た
も
の
。
(
敬
称
、
職
業
、

身
分
な
ど
を
書
い
た
も
の
は
有

効
)
④
ど
の
候
補
者
を
書
い
た

か
、
ハ
ツ
キ
，リ
し
な
い
も
の
。
投

票
所
に
は
必
ら
ず
投
票
所
入
場
券

を
持
参
し
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
入
場
券
を
な
く
し
た
人
は

，¥ 

"" 

、、

受
付
に
そ
の
旨
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
入
場
券
記
載
の
投
票

所
で
な
け
れ
ば
投
票
で
き
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
選
管

電
話
番
号
・
=
二
八

O
(臨
時
直

通
)
:
・
四
一
一
一
(
内
線
二
四
七
)

前
回
(
昭
但
・

2
-
m
)
の
知

事
選
挙
の
投
票
率
は
、
県
下
八
市

の
中
で
最
高
の
成
績
で
し
た
。
今

回
も
一
人
の
棄
権
も
な
い
よ
う
に

い
た
し
ま
し
ょ
う
。

43.82% 
52.01 
63.50 
69.63 
71.84 
56.50 
61.75 
62.75 
57.88 

長崎

佐世保

島原

諌早

大村

福江

平戸

松浦

県平均

二
月
二
十
二
日
の
投
票
日
に
は

午
前
七
時
に
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し

ま
す

じi

、
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の
譲
渡
所
得
の
計
算
方
法
が
昭
和

四
十
五
年
分
か
ら
大
き
く
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
た
だ
し
昭
和
四
十
四

年
中
に
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ

た
か
た
で
も
、
改
正
法
に
よ
っ
て

計
算
し
た
方
が
有
利
な
と
き
は
こ

れ
に
よ
っ
て
申
告
す
る
乙
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
長
期
間
(
昭
和
田

十
四
年
四
月
八
日
ま
で
に
三
年
以

上
)
持
っ
て
い
た
土
地
や
建
物
を

売
っ
た
場
合
と
短
期
間
し
か
も
っ

て
い
な
か
っ
た
場
合
と
で
異
な
り

ま
す
。 44年分

arf
J
 

'a

、

譲
渡
所
得
(
土
地
、

土
地
や
家
な
ど
を
売
り
、
所
得

が
あ
り
ま
す
と
、
売
っ
た
人
は
「

譲
渡
所
得
」
の
申
告
を
し
て
納
税

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
乙

昭和33年4月22日第三種郵便物認可
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付
長
期
譲
渡
所
得
の
場
合
一
般
に

改
正
法
を
選
択
す
る
方
が
有
利
で

す
(
た
だ
し
、
売
っ
た
代
金
で
代

が
わ
り
の
土
地
や
建

物
を
買
う
、

「
買
換
え
の
特
例
」
の
適
用
を
受

け
る
人
を
除
く
)

(3) 

建
物
)

短期間しかもっていなかった

土地や建物を売った場合の税

金。もっていた期間が 3年以

下の土地や建物を売った場合

には、総合課税〈改正前の計算

方法)を選ぶ方が有利です。

。有利な税金の計算方法 .(改正法適用分離

課税)

譲渡価額一必要経費 (取得r費+譲渡費用)、

、=長期譲護所得。長期譲渡所得一特別控除

(100万円)=課税長期譲渡所得

む課税長期譲渡所得×税率10%二所得税額

崎 、 h

J....>-

計算方法

譲渡価額一必要経費(取得費+譲渡費用)ー

特別控徐30万円=短期譲渡所得。

01j 2 
私はザラリーマンで、給与は年収200万円(う

ち源泉所得税162，200円)です。 42年iζ400万

円で売り、測量費を2万円支払いました。な

お私の44年分の所得控除の合計は 606，000円

位です。税金は次のようになります。 譲渡価

格 400万円一(取得費300万円+譲渡費用 2万

円)ー特別控除30万円=短期譲渡所得68万円。

給与収入200万円ー給与所得控除324.000円=

給与所得1.676，000。短期譲渡所得68万円+

給与所得1.676，000円=総所得2，356，000円。

総所得2，356.000円一所得控除606，000円=課

税総所得1.750.000円。課税総所得}，750.000 

円×累進税率=所得税額327，400円となりま

すが給与から 162，200円納めていますから 譲

渡所得にかかる税金は165，200円となります。

0~ 1 

私は 23年iご3，000円で買った宅地を 44年に

500万円で売り、不動産業者に仲介手数量を

20万円支払いました。私の税金ばいくらでし

ょうか。

答

土地の譲渡価格は 500万円、 譲渡費用は20万

円で取得費は 3，000円ですが、実際の取得費

が譲渡価格の 5%より低いときは 5必として

計算する乙とができますから取得費は25万円

( 500万円 x5%) になります。 譲渡価格

500万円{必要経費取得費(25万円+20万

円)=455万円。

長期譲渡所得455万円一特別控除100万円=課

税長期譲渡所得355万円、課税長期譲渡所得

355万円×税率10箔=355，000円…所得税。

355万円x4 % = 142，000円・・・住民税。

合計497，000円。
ぜ

i、

‘ yi 

の

計

算

の

仕

方

l.ー

大
村

B
B
S会

ω
特
宍
士
一
月
の
箕
島
で
の
み
か

青
春
時
代
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
ん
狩
り
に
私
、
県
内
の
会
員
も
参

生
き
方
が
あ
り
ま
す
が
、
若
い
情
加
し
て
、
少
年
た
ち
と
楽
し
い
一

熱
を
、
暗
い
谷
聞
に
む
し
ば
れ
て
目
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
会
で

ゆ
く
少
年
た
ち
の
、
心
の
友
だ
ち
は
、
毎
年
開
か
れ
る
、
県
、
九

と
な
っ
て
、
明
る
い
社
会
づ
く
り
州
、
全
国
大
会
へ
も
参
加
し
て
、

に
つ
と
め
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
、
会
員
の
研
修
を
図
る
と
と
も
に
、

B
B
S会
で
す
。
昭
和
三
十
年
に
若
い
会
員
が
一
人
で
も
多
く
、
入

結
成
さ
れ
、
三
十
二
名
の
会
員
会
さ
れ
る
の
を
、
期
待
し
て
い
ま

が
、
毎
月
二
回
集
り
「
友
だ
ち
活
す
。

動
」
に
つ
い
て
の
学
習
や
、
楽
し
註
、

B
B
S
と
は
、
ビ
ッ
グ
、
プ

い
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
行
ラ
ザ
l
ズ
、
シ
ス
タ
ー
ズ
運
動

い
ま
す
。
ま
た
、
ハ
イ
キ
ン
グ
で
、
大
兄
姉
運
動
の
乙
と
で
す
。

ゃ

、

キ

ャ

ン

プ

な

ど

も

催

さ

れ

、

会

長

前

川

茂
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ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

隊
員
募
集

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
は
、
健
康
な

体
と
心
を
養
う
た
め
、
定
例
的
に

規
律
あ
る
訓
練
を
し
て
立
派
な
社

会
人
と
し
て
の
基
礎
づ
く
り
を
す

る
少
年
の
団
体
で
す
。

企
募
集
人
員

三
O
名

企
資
格
一

O
才
か
ら
十
二
才
ま

で
の
男
子
。

企
申
込
み
書
は
市
社
会
教
育
課
、

又
は
、
旭
堂
ス
ポ
ー
ツ
庖
に
あ

り
ま
す
。

企
メ
切
二
月
二
十
八
日

企
申
込
み
先
市
社
会
教
育
課

市政だより

戦
傷
病
者
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金
支
給
制

度
の
一
部
改
正

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
戦

争
公
務
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
不
具

掻
疾
と
な

っ
た
こ
と
を
事
由
と
し

て
支
給
さ
れ
る
恩
給
法
別
表
の
、

第
一
款
症
以
上
の
者
で
昭
和
三
十

八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
年
金
た

る
給
付
を
受
け
て
い
る
者
の
妻
に

対
し
て
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

乙
れ
が
改
正
に
な
り
昭
和
三
十
八

年
四
月
一
日
に
お
い
て
思
給
法
別

表
の
第
二
款
症
及
び
第
三
款
症
の

年
金
た
る
給
付
を
う
け
て
い
る
者

及
び
同
日
ま
で
に
第
三
款
症
以
上

の
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
た
乙

と
が
あ
る
者
の
妻
に
対
し
て
も
特

別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
と
と
に

な
り
ま
し
た
。
該
当
さ
れ
る
方
は

社
会
課
に
お
い
で
く
た
さ
い
。

重
度
障
害
者

日
常
生
活
用
具
給
付
制

度
が
発
足

重
度
め
身
体
障
害
に
対
し
、
浴

そ
う
等
の
日
常
生
活
用
具
を
給
付

し
て
、
日
常
生
活
を
容
易
な
も
の

と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
重

度
障
害
者
日
常
生
活
用
具
給
付
制

度
が
発
足
し
ま
し
た
。
乙
の
制
度

の
あ
ら
ま
し
は
次
の
と
お
り
で
す

一
、
用
具
の
給
付
対
象
者
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
当
該
手
帳
に
身

体
上
の
障
害
(
下
肢
ま
た
は
体

幹
に
か
か
る
も
の
に
限
る
。
)

の
程
度
が
一
級
ま
た
は
二
級
で

あ
る
者
。

二
、
用
具
の
給
付
は
、

給
付
対
象

者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
行
わ

れ
る
が
、
当
該
給
付
対
象
者
ま

た
は
そ
の
扶
養
義
務
者
は
、
そ

の
能
力
に
応
じ
て
用
具
の
給
付

に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
直
接

業
者
に
支
払
う
乙
と
に
な
っ
て

い
る
。

三
、
給
付
の
対
象
と
な
る
用
具
の

種
目
は
次
の
と
お
り
。

浴
そ
う
(
洋
式
パ
ス
ま
た
は
乙

れ
に
準
ず
る
も
の
)
、
湯
沸
器

(
浴
そ
う
と
併
給
)
、
便
器

ハ
腰

掛
便
器
)

そ
の
他
詳
し
い
こ
と
は
福
祉
事
務

所
に
お
た
づ
ね
く
だ
さ
い
。

長
崎
県
身
体
障
害
者

更
生
指
導
所
入
所
者

を
募
集

付

募

集

期

間

で

二
月
二
十
日
ま

向
応
募
資
格
満
十
五
才
以
上

の
介
護
を
必
要
と
し
な
い
肢
体

不
自
由
者
(
男
女
共
)
の
う
ち

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
者
で
、
伝
染
性
疾
患
、
精

神
的
障
害
及
び
精
神
薄
弱
者
で

な
い
者
。

国
入
所
期
間
原
則
と
し
て
四

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
ヶ

年
(
全
寮
生
)
と
し
、
特
に
必

要
と
認
め
る
と
き
は
入
所
期
聞

を
延
長
す
る
乙
と
が
あ
る
。

胸
職
能
訓
練
科
目

ωラ
ジ
オ

テ
レ
，ど
科
凶
洋
裁
(
紳
士
服
)

科

附

時

計

科

凶

謄

写

、

タ

イ
プ
科

同
入
所
に
要
す
る
費
用

ω食

費
以
外
訓
練
に
要
す
る
経
費
一

切
不
要
凶
食
費
は
月
額
六
、

0
0
0円
程
度
、
た
だ
し
所
得

な
ど
の
状
況
に
よ
り
減
免
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

内
更
生
訓
練
手
当
毎
月
若
干

の
更
生
訓
練
手
当
ま
た
は
奨
励

費
が
支
給
さ
れ
る
。

同
入
所
手
続
等
詳
し
い
乙
と
は

福
祉
事
務
所
へ
お
問
い
合
せ
く

だ
さ
い
。

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

V
市
内
辻
田
町

森
秀
男
さ
ん
は

亡
父
森
力
太
郎
さ
ん
の

V
市
内
乾
馬
場
四
四
林
ヨ
ジ
さ

ん
は
亡
父
林
一
男
さ
ん
の

V
市
内
一
の
郷
二
九
三
上
野
友

義
さ
ん
は
亡
母
上
野
ヰ
キ
さ
ん
の

V
市
内
原
口
郷
一
四
二
松
尾
寿

文
さ
ん
は
亡
父
松
尾
寅
雄
さ
ん
の

そ
れ
ぞ
れ
忌
明
に
あ
た
り
社
会
福

祉
事
業
費
に
と
寄
付
さ
れ
ま
し
た

B

H

4

i

 
…

タ

バ

コ

は

ぜ

ひ

一

…
市
内
で
買
い
ま
し
ょ
う
W

E
Z

‘，

F

・

ベ
Y
14

平
和
を
守
り
技
術
を

み
が
く
自
衛
官
採
用
中

防
衛
庁
で
は
つ
ぎ
の
要
領
に
よ

り
陸
・
海
・
空
自
衛
官
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

V
応
募
資
格
は
臼
才
以
上
J
お
才

未
満
の
男
子
。

V
申
し
込
み
及
び
問
い
合
せ
先
、

大
村
市
役
所
市
民
課
、
ま
た
は
自

衛
隊
長
崎
地
方
連
絡
部
大
村
出
張

所
(
電
話
二
一
三
一
)

V
願
書
は
毎
日
受
け
付
け
て
い
ま

す。採
用
後
は
特
別
職
国
家
公
務
員
で

初
任
級
二

O
、
五

O
O円
(
乙
の

ほ
か
現
物
給
与
月
約
二
万
円
相
当

が
あ
り
実
質
約
四
万
円
)

V
希
望
あ
ふ
れ
る
将
来
、
技
術
の

修
得
、
自
家
営
業
資
金
の
貯
蓄
、

勉
学
、
心
身
づ
く
り
の
機
会
に
恵

ま
れ
、

一将
来
幹
部
に
昇
進
の
道
が

聞
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
満
期

退
職
者
は
有
利
な
条
件
で
就
職
し

て
い
ま
す
。

家
庭
教
育
講
演
会

企
と

-き
二
月
二
十
六
日
(
木
)

午
后

一
時
三
十
分
よ
り
二
時
間

企
と
こ
ろ
大
村
市
民
会
舘

企
演

題
親
と
子
の
対
話
は
心
ず
で
き
る

企
講

師
古
木
俊
雄
先
生

現
在
は
鹿
児
島
県
内
で
ユ

l
ス

.(、 ，

ホ
ス
テ
ル
を
経
営
、
新
開
、
テ

レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
た
。
子
ど
も

を
育
て
る
古
木
家
の
憲
法
4

で

有
名
で
、

N
H
K
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
。
太
陽
の
丘

o
の
モ
デ
ル
と

も
伝
わ
れ
、
代
表
著
書
に
は
。

わ
れ
ら
太
陽
の
家
族
4

0

父
と

子
の
対
話
。
が
あ
り
ま
す
。

な
お
二
十
七
日
午
前
九
時
三
十
分

よ
り
約
二
時
間
に
わ
た
り
市
民
会

舘
三
階
会
議
室
で
講
師
を
囲
ん
で

の
座
談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
希

望
者
は
参
加
し
て
下
さ
い
。

火
事
の
注
意
も

家
事
の
う
ち

。
煙
突
に
、
ひ
び
わ
れ
が
な
い
で

す
か

。
飛
火
防
止
の
カ
サ
は
つ
い
て
い

ま
す
か

。
天
井
な
ど
を
貫
通
す
る
部
分
に

目
鏡
石
を
は
め
で
あ
り
ま
す
か

。
幼
児
が
火
遊
び
し
な
い
よ
う
マ

ツ
チ
な
ど
は
子
供
の
手
の
届
か

な
い
と
乙
ろ
に
お
く
よ
う
に
心

が
け
ま
し
ょ
う

。
風
の
強
い
と
き
、
空
気
が
乾
燥

し
て
い
る
と
き
の
た
き
火
は
絶

対
に
し
な
い
よ
う
に

。
屋
外
で
の
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら

の
投
げ
捨
て
は
絶
対
に
し
な
い

よ
う
に

‘、‘
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‘、
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